
 

 

 

 

 

 

 

「保険金で自己負担なく住宅修理できるという話だった

のに違っていた」「保険手続き代行の費用が必要と後でわ

かった」などの苦情が寄せられています。 

◎ 自己負担なく住宅修理できると勧誘されてもすぐ契約しない。 

◎ 保険金が使えるかどうか損害保険会社に相談すること。 

◎ 業者に言われるまま、うその理由で保険金請求することは絶対

にやめること。（※、裏面「相談事例からみる問題点」③参照）

◎ 不安に思ったりトラブルになったら消費生活ｾﾝﾀｰに相談する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

☆ 消費生活センターでは、専門の消費生活相談員が相談・助言・事業者へのあっせんな

どのトラブルの解決に向けたお手伝いをしています。 

☆ 消費生活センターへの相談は、新たな消費者被害の防止に役立っています。 

ア

ド

バ

イ

ス 

あなたの知らない危険な手口 
～ひょうご消費者トラブル情報 vol.16～ 

兵庫県立消費生活総合センター 
〒650-0046 神戸市中央区港島中町４－２ 

ＴＥＬ：０７８－３０２－４０００ 

【消費生活相談：０７８－３０３－０９９９】 

｢屋根の雨漏りが火災保険で修理できるので保険申請

手続きを代行する｣と勧誘され工事を契約。給付保険 

     金の４割が代行手数料として必要だった 

     ため、実際に給付された保険金が少なく手 

     数料を払うと修理できない。 (60 代、男性) 

事

例 

損害保険のしくみ（※） 

一般的に、火災や自然災害など一定の偶然の事故によっ

て住宅等に生じた損害に応じて保険金を支払うもの。経

年劣化による住宅の損傷は対象外になる。 



３０歳代

以下

8%

４０歳代

17%

５０歳代

8%

６０歳代

17%

７０歳代

33%

８０歳代

以上

13%

無回答

4%

【「保険が使えると勧誘する住宅修理」の相談データ（兵庫県内）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

【相談事例からみる問題点】 

①自己負担がないことを強調し、契約の内容や手数料などの説明が不十分。 
 
  ☞ 保険申請の手続き代行をしてくれるが、申請した保険金全額が出る保証もなく、

保険金の３～４割が代行手数料として請求される。 

②見積りと違う工事をされたり、修理内容がずさんな場合も。 
 

  ☞ 支払われた保険金が少ない場合、見積もり内容と違う工事になる事例もある。

また、代行手数料も必要になるため修理にまわせる金額がさらに減ってしまう。 

③保険会社にうその理由で保険請求が行われている場合も。 
 

  ☞ 一般的に損害保険は建物の経年劣化による損傷は補償の対象にはならないが、

災害で壊れたことにして保険申請をすすめる業者もある。 

④クーリング・オフさせない場合も。 
 

      ☞ 訪問販売や電話勧誘による工事の契約は基本的にはクーリング･オフ

できますが、代行手数料は支払うことになっているとクーリング･オフに応

じない事例もある。 
国民生活センター報道資料参照 

 

 

年度別苦情件数 

（2019 年７月作成） 
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2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

(4月～6月) ※60 歳代以上が６３％ 
(2016 年 4 月～2019 年 6 月) 

契約当事者の年代 

火災保険, 38% 地震保険, 29%

共済, 4%

不明, 29%

関連する損害保険の種類 


